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令和４年度 第11回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和４年11月７日（月）13時30分 ～ 15時47分 

開催場所 横浜市役所18階 なみき16・17会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、菊本委員（副会長）、上野委員、片谷委員、五嶋委員、田中

稲子委員、田中修三委員、田中伸治委員、藤倉委員、宮澤委員、横田委員 

欠席委員 押田委員、酒井委員、中西委員、藤井委員 

開催形態 公開（傍聴者 ２人） 

議  題 

１ （仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価準備書について 

２ （仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価方法

書について 

決定事項 令和４年度第10回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する 

 議事 

１ 令和４年度第10回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

 

２ 議題 

（１）（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価準備書について 

ア 諮問 

イ 環境影響評価準備書手続について事務局が説明した。 

ウ 質疑、特になし 

エ 環境影響評価準備書の概要について事業者が説明した。 

オ 質疑 

【奥 会 長 】  御説明どうもありがとうございました。 

それでは、ただいまの御説明について委員の方から御質問や御意見があ

りましたら、お願いしたいと思います。 

挙手をしていただければ、私の方から指名をさせていただきます。 

いかかでしょうか。はい、藤倉委員どうぞ。 

【藤倉委員】 廃棄物についてです。実際の準備書の方を見ますと、リサイクル率は平

均値を使っていて、平均値どおりに処分をするとこのぐらいの処分量だと

いうことを予測値とされていて、環境保全措置については、できる限りリ

サイクルをするというような趣旨は書いてあるのですけれど、具体的に、

リサイクル率何パーセントを目標にといったような記述がないように見ら

れるのですが、そのような理解で良いかということと、実際にどこまでリ

サイクルをするという目標は持っていないのかというのを教えてくださ

い。 

もう１点です。建設発生土に関連して土壌汚染の方で掘削をする場合は

ということで、まだ掘削するかどうか措置として決めていないということ

なのですけれど、もし土壌汚染についても掘削除去をする場合は、どのぐ

らいが見込まれるのか試算値があれば教えてください。以上の２点です。 

【奥 会 長 】 事業者の方、お答えをお願いいたします。 

【事 業 者 】 まず最初の質問で、予測評価のリサイクル率の目標は、今回の予測評価

の中では設定をしておりません。どのぐらいリサイクル率が進むかという

点については事後調査の中で、報告をさせていただきたいというふうに考

えています。 

それから土壌汚染についての掘削除去の量については、まだ詳細につい
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ては把握をしておりませんで、現在その状況については関係機関と協議を

した上で調整を図っているところでございます。 

【奥 会 長 】 はい、藤倉委員どうぞ。 

【藤倉委員】 準備書の P6.3－20 などを見ると、例えば工事の実施に伴う産業廃棄物

の、ペットボトルのリサイクル率が52パーセントなどというのは非常に低

いのであって、もう少し環境保全措置としては、具体的なところを目標に

設定をした具体的な措置がなされると良いと、まず意見として申し上げま

す。 

それから、建設発生土の量は推定されているのですが、土壌汚染の方で

もし掘削除去をすると、建設発生土に対して、土壌汚染としての搬出量が

どのぐらいなのかということの目安を、もし最大掘削するのなら、このぐ

らいの土が出うるという点を試算されるべきではないかと思います。意見

として以上で結構です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

２点、御意見いただきましたが、事業者の方、現時点で何か御回答ござ

いますか。 

【事 業 者 】 土壌汚染で、最大どのぐらいの掘削が見込めるようになるかという点に

ついては、整理をして回答させていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 リサイクル率の方は、どうですか。 

【事 業 者 】 リサイクル率も予測評価はこの平均値でやっておりますけど、おそらく

委員の言われたように、それ以上は十分に見込めると思っていますが、そ

れについては事後調査の段階で明らかにしたいというふうに思っておりま

す。 

【奥 会 長 】 藤倉委員よろしいですか。 

【藤倉委員】 とりあえず結構です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。それでは次、片谷委員お願いします。 

【片谷委員】 私が聞き漏らしたかあるいは図書に書いてあるのを見落としているかで

ある可能性もあるのですけど、今日の御説明で、方法書段階より建物の高

さが低くなったというお話、御説明があったのですけれども、これは何か

環境影響を考慮して低くされたのか、あるいは設計上の変更と、いうこと

なのか、どちらでしょうか。１点目です。 

【奥 会 長 】 お答えをお願いします。 

【事 業 者 】 最高高さが約 170 から約 160 になったのは、あくまでも設計上の問題で

ございます。 

【片谷委員】 特に何かの環境要素を考慮して低くしたということではないということ

でよろしいのですね。 

【事 業 者 】 建物の外観景観等のバランス等も含めた上で設計のいろいろな納まりを

検討しまして、今の形態にさせていただいたという内容になります。 

【片谷委員】 分かりました。日影とか電波障害とかが問題になる、というようなこと

を考慮されたのかと思ったものでお尋ねしました。結構です、そのお答え

で。もう 1点、会長、続けてよろしいですか。 

【奥 会 長 】 よろしくお願いします。 

【片谷委員】 スライド42番。これは予測評価が問題だというより書き方の問題なので

すけれども、環境基準 0.06ppm 以下と書いてあるのは、明らかに間違いで

して、環境基準は正確には 0.04 から 0.06 のゾーン内またはそれ以下とい
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うのが正しい表現です。実際には市の環境目標値の 0.04ppm 以下で評価さ

れていますので、その評価結果に問題があるわけではありませんが、資料

の書き方としては、この記載は正しくないという点を、指摘させていただ

きます。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。準備書の方の書き方は問題ないですよね。こち

らの今のこのスライドのことですね。 

【片谷委員】 これも一般の方々の目につく資料だと思いますので、こういうところの

記載はきちんと気を配っていただきたいということです。 

【奥 会 長 】 よろしいでしょうか、事業者の方。よろしくお願いします。 

【事 業 者 】 承知しました。 

【奥 会 長 】 それでは次、田中伸治委員お願いします。その後、田中修三委員お願い

します。 

【田中伸治委員】 私からは地域社会のことに関してなのですけれども、予測いただきまし

た交差点の需要率とか、あるいは歩行者の混雑に関しては、限界となる値

よりはだいぶ小さいので、問題はないであろうということは理解いたしま

した。 

一つお尋ねしたいのはスライドの91枚目になりますけれども、全般的な

評価を書かれているところで、２点目に、市長意見でもお伝えしてありま

す待機車両の防止に関して、工事用車両の運転者に対する交通安全教育を

十分行うということで防止しますとは書かれているのですけれども、市長

意見の中では、待機スペースを確保してくださいと、施工計画の中で、そ

のように示されているわけなのですけれども、これについてはいかがお考

えなのでしょうか。 

【事 業 者 】 市長意見をいただいておりましたので、まだ具体的な面積等については

出していませんが、施工ヤード内には多くのスペースは取れませんけど、

少なからず待機スペースを設ける予定でおります。 

【田中伸治委員】 そうですか。分かりました。 

もしかして、その交通安全教育だけでやりますということですと、実際

にはそうはいかなくて、どうしても予定通りに施工しようとするとどこか

で待機しなければいけないってことが必ず起きますので、是非施工ヤード

内にも、待機スペースを設けていただきたいというふうに思ったところで

す。ありがとうございました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。それでは田中修三委員お願いします。 

【田中修三委員】 私の方から土壌汚染についていくつか質問があるのですが、まずお聞き

したいことは、今回の事業実施区域のどちらかというと北側の方に土壌汚

染が残っているということなのですが、土壌汚染の調査と、それから改良

工事も１期工事と２期工事、２回に分けてやられているようですけども、

これは自主的にやられたというふうに準備書の方には記載されているので

すけども、この調査及び改良工事をやられたのは、今回の事業主さんでは

ないのでしょうか。どなたがやられたのでしょうか。 

もう一つはどうして一部だけ汚染土壌が残されてしまっているのか、も

し事情が分かれば、教えていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 お答えお願いします。 

【事 業 者 】 今回の、汚染が残っている、残っていないというところに関しては、今

現在の事業者様ではなくて当時の事業者様の方でやられています。元の経
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緯を御説明いたしますと、実はこちら、倉庫とか、駐車場とかで、実は言

うと土壌汚染のリスクのない土地でした、定性的には。ただですね、当時

の状況だと、何でもかんでも土壌を調べなきゃという風潮でして、その中

で土壌調査の一旦をしています。その際に今回の建物が建てられる範囲、

おおよそこの建ぺい率から見てこの辺だろうという予測値を立てまして、

汚染があったのですけども、建物が明らかに立つだろうというところに関

しては掘削除去をしております。護岸側に関しては、こちら建物は建たな

いだろうという形で汚染の残置を行っているというような形になっており

ます。 

【田中修三委員】 はい、分かりました。 

それでは、今回の事業主としては、3,000 平米以上の形質変更を行うこ

とになりますので、届出をしなきゃいけないと思うのですけども、届出を

すると当然過去にこの汚染があった、それから、汚染がまだ残っていると

いうことが分かっておりますので、おそらく汚染除去調査をもう一度やり

直すのか、あるいは過去の調査の結果をもって判断するか分かりません

が、指定区域になる可能性もあろうかと思うのですが、それに対してはど

ういうふうに対応をとられる予定でしょうか。 

【事 業 者 】 今回事前に環境部さんともお話をさせていただいております。今回

3,000 平米以上、土地の改変を行いますので、土壌汚染対策法の４条を提

出します。その際に、併せて、土壌汚染対策法の２項という形で既往調査

結果、対策調査結果、これを添付してお出しすることに今なっています。

その際に汚染が残っているところに関しては健康リスクがないと、おそら

く健康リスクないだろうというところで汚染が残置できる形質変更時要届

出区域、こちらにですね、区域指定を受けるだろうというふうに思ってお

ります。その際に、これからその部分で掘削する際は土壌汚染対策法の 12

条、16 条、法に基づいて掘削運搬を行うというようなことになっておりま

す。 

【田中修三委員】 私もおそらく形質変更時要届出区域に指定されるだろうと思います。そ

うしますと、今回現時点で汚染が明らかになっているこの北側の方も、一

応ここはプロムナードとか広場ですが、一部、低層棟の建設地にもかかっ

ているようですね、広場の方が多いのですけども、過去のこの汚染調査の

結果を見ますと、比較的浅いところで50センチ、１メートルとか２メート

ルとか浅層部での汚染が見られています。溶出量基準の超過と含有量基準

の超過がありますけども。おそらくこれは、建物は建てないにしても土壌

の入れ替え、掘削除去をせざるを得ないのではないかなということが推測

されます。そうなると当然、汚染土壌が出てきますので、先ほど、廃棄物

の方でも質問がありましたが、建設発生土の中で、当然この汚染土壌がど

れぐらい出てきてそれに対してどう対策をとるのかということが必要にな

ってきます。現時点の準備書で、法に基づいて対応するので、問題ないと

いうような評価になっているのですが、法に基づくのは当たり前なのです

けども、その法に基づいた上で、実際にこの事業としてはどういう対策を

とるのかっていうのは、可能な限り、やっぱり評価書の中では入れていた

だく必要があろうかと思います。この準備書で、法に基づいてやるのでそ

の結果としては、環境汚染の拡散を防止されるというふうに単純に結論付

けているのですが、その根拠があまりにも弱すぎますので、もう少し詳細

な取り組みをしていただきたいと思います。以上です。 
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【奥 会 長 】 御意見ありがとうございます。 

いかがでしょうか。評価書段階でもう少し対策の詳細を記述していただ

きたいということですが。 

【事 業 者 】 前向きに検討させていただきたいと思います。 

【田中修三委員】 それともう 1 点、今日の説明でもございましたが、自然由来による汚染

ではないかと、５メートルから６メートル以深の深いところは。確かにそ

の可能性はあるのですが、鉛の含有量基準を見ますと、結構高いですね。

最高値 2,000（mg/kg）ぐらいの値になっていますね。だから、これ明らか

に人為的なものと考えられますので、あまりこの自然由来というのが強調

されない方がいいのではないかと思います。ちょっと誤解を招くかなと思

われます。 

【奥 会 長 】 今の点もよろしいでしょうか、事業者の方。 

【事 業 者 】 濃度と深さについては整理をしていきたいと思います。 

【奥 会 長 】 田中修三委員よろしいですか。 

【田中修三委員】 できれば、後で良いのですけども、次の評価書ですか、評価書を出す前

に少し事務局とのやりとりをさせていただかないと、評価書まで行っちゃ

うと、もう我々の審査員の意見が言う機会がなくなってきますので、事前

に色々協議をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 では、少し整理していただいて、評価書への記載の中身をどうするかっ

ていうことについてもあわせて、資料としてまた御準備いただくというこ

とがよろしいでしょうかね。田中修三委員。 

【田中修三委員】 できればそうお願いしたいと思います。 

【奥 会 長 】 事務局も事業者の方と調整をして、今の御要望にお答えできるように準

備をお願いしたいと思います。他はいかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 田中伸治委員どうぞ。 

【田中伸治委員】 先ほどに関連してもう一つなのですが、スライド 105 ページのところ

で、事後調査の項目を挙げていただいています。地域社会に関しては、工

事車両の走行台数ということで挙げていただいているのですけれども、先

ほどの路上待機駐車を防止するという観点では、路上の待機車両の台数の

調査もしていただければなと思います。もちろん、対応していただいた上

で待機駐車が０台でしたということでしたら、それはそれで良い結果だと

思いますので、そこも事後調査の項目として加えていただけると良いかな

と思いました。御検討ください。 

【奥 会 長 】 いかがでしょうか、事業者の方。 

【事 業 者 】 承知いたしました。 

【奥 会 長 】 それでは、そのようにお願いいたします。他はいかがですか。五嶋委

員、どうぞ。 

【五嶋委員】 全体的なことなのですけど、準備書P3－33から、いろいろなこの事業が

実施されたときの、道路交通、通路、交通への影響、鉄道の状況、それか

ら船舶、教育機関等の状況についての記載がありますけど、御検討をお願

いしたいと思っているのは、どちらかというとソフトの面で、この建物の

中には、いろんなオフィスに加えて住居が備わるわけですよね。そうする

と、この新しい事業が加わることによって、一定の人口が増えると。それ

で歩行者のことについても言及があるのですけど、歩行者のみならず交通

への影響とか、それから当然そこには住居があるわけですから、当然いろ
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んな世代の人口が増えるわけですよね。現時点での、その歩行者通路の量

がどれぐらいで、それがこの新事業によってどれくらい増えて、そのこと

が特にこの地域の色んな交通とか、それから教育機関への通学とか通勤と

かそういったものに、定量的にどれぐらい、負荷がかかってそれが環境負

荷にとっては、許容範囲内であるというような記載があって然るべきじゃ

ないかなと。例えば、公共機関にしても教育機関とか病院についての状況

が記載されますよね。でも、その状況が記載されているだけで、それがこ

の新事業によってどう影響を受けるかということに関して、例えば病院に

ついても人口が増えるわけですから、当然患者さんが増えるわけですし、

それからいろいろな災害時についても非常に一気にいろんな障害を受ける

患者さんが増えるわけですよね。それについてこの新事業が与える負荷

が、どういう影響があるかっていうような記載は一切ないので、その点に

ついてはもう少し踏み込んだ記載が必要なのではないかと。御検討いただ

きたいです。 

【奥 会 長 】 今のお話ですと、例えば教育機関や病院への、この事業による人口増に

伴う負荷ということになりますと、環境影響評価にとどまらない影響につ

いても、御説明があって然るべきといったような御意見のように聞こえま

したが、そういうことですか、五嶋委員。 

【五嶋委員】 環境というものをどういうふうに捉えるかなのですけど。 

【奥 会 長 】 アセスの評価項目は一応定まったものがございますので、それにのっと

った整理ということはしていただいているのだろうと思いますが、防災や

この地域の安全に対しての評価項目というのは、このアセス条例の中に入

っていますから、今スライド出してくださっていますが、この資料はある

ということですね。ただ、教育機関や病院に対しての負荷というところま

では多分スコープには入っていないのだろうと思いますが、どうでしょう

か。 

【五嶋委員】 そのアセスの中の評価の対象外ということですと、そこまで踏み込んだ

記載は必要ないというふうになるわけですか。 

【奥 会 長 】 もう少し具体的にどういった観点でということが、もし御提案としてあ

れば、事業者の方にもお答えいただけると。 

【五嶋委員】 例えば、（準備書の）P3-39 に公共機関の状況で、教育機関で、リストア

ップがありますね。表の3.2-22でリストアップされているし、それから医

療機関についてもリストアップされていますよね。 

【奥 会 長 】 これはそうですね、現況。 

【五嶋委員】 それから交通についても、交通量が適正であるとか、特に問題がないと

かって議論は今まであるわけで、それは事業の実際の新しい建設に伴う交

通量の環境への負荷とか影響が議論されているわけですよね。だから、そ

ういうものについての評価がここに項目としてはあるので、それについて

対応できる、特に問題ないという、記載があれば、この記載内容があって

も良いのですけど。ただ、言及して状況に触れているだけなので、ちぐは

ぐではないかなという感じなのですけど。交通に関しても評価してるわけ

ですよね。例えば、現在コロナの影響で通勤者の量が減っているから問題

ないというような記載があったと思うのですが、（準備書）P3-36 のところ

です。だから、結局言葉の言外には、この新事業について、特に問題ない

影響ないということをここで主張しているわけですよね。 
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【奥 会 長 】 ここは、多分現状を書かれているということだろうと思いますが、評価

をしているっていうことではないのではないですか。 

【五嶋委員】 分かりました。準備書の内容の記載に特に問題ないということでありま

したら、全て結構かと思います。 

【奥 会 長 】 五嶋委員の方で準備書の記載内容でここが足りないというのを、もう少

し具体的に御指摘いただければ、そこは事業者の方に御検討いただくこと

は可能かと思います。ただ、環境影響評価の観点からということになるの

で。 

【五嶋委員】 定義の問題で、その環境というものが、該当しないというのであれば、

定義の問題なので、今のコメントは取り下げたいと思います。 

【奥 会 長 】 評価項目として選定した、しないの「まるばつ」（○×）の表がありま

したよね。あれを見せていただけると、環境のスコープ、条例アセスのス

コープが分かりやすいかと思います。 

そうですね、工事中での環境影響評価項目、供用時の環境影響評価項

目、こういうふうに項目が決まっていまして。病院や教育機関への負荷、

そのものよりは、多分この交通混雑だとか歩行者の安全だとかそういった

ところで、人口が増えることによる、周辺施設への影響も見る。 

【五嶋委員】 地域社会のところで交通の混雑とか歩行者の安全ってことが問題になっ

ている。当然ここに、特に問題ないのだっていうアセスなら。 

【奥 会 長 】 事務局の方、何かありますか。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。御意見をいただいている趣旨の中からします

と、例えば医療機関の一覧ですとか学校の一覧、教育施設の一覧等が整理

されているかと思うのですけれども、例えば通学路でありますとか、例え

ば大きな病院がある場合に、多くの方が通行するような道路があったとし

ますと、そういった医療機関ですとか教育機関に向かう方々の歩行が阻害

されないかというような視点は、当然地域社会の中で考慮されるべき事項

なのかなというところでは捉えております。リストはそのように活用され

て然るべきなのかなと捉えています。 

【五嶋委員】 なので、対象になるのではないのかなって思ったのが、今の発言の趣旨

なのですけれども。住民がやっぱり増えるわけでしょ、ある一定数。当然

それは、広い意味での環境、今言ったような交通の量とかそういうものに

ついての評価は必要なんじゃないかと、イメージで思ったのですけど。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。そうした中で周辺の歩道上の歩行者の現状の交

通の量とですね、竣工後の交通の量の予測を事業者さんの方でされまし

て、サービス水準のＡという評価がどのようなものか少し説明いただいた

方がいいかもしれませんが、一旦周辺への負荷は一定程度の間に収まると

いうような説明を先ほどいただいたというようなところではあります。 

サービス水準Ａというのがピンとこないところはあるので、もしかした

らその部分は説明いただくといいのかもしれないなと思っております。 

【奥 会 長 】 よろしいでしょうか。補足で説明ありますか、事業者の方から。今、サ

ービス水準の話がありましたが。 

【事 業 者 】 サービス水準Ａの正確な定義が把握できてないので。 

【事 務 局 】 次回少し御説明いただくことで調整したいと思います。 

【奥 会 長 】 もう少し詳しくその辺は周辺の学校だとか、病院、当然、そういった施

設があるってこと前提で、交通混雑等の影響をいかに少なくするかという



8 

 

ようなところ、もしくは安全の確保をしっかりしていくということが求め

られるということですので、もう少し詳細な、そのサービス水準について

の御説明を次回いただくということで、よろしいでしょうか。五嶋委員。 

【五嶋委員】 はい、よろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 他いかがでしょうか。菊本副会長、その後、横田委員でお願いします。 

【菊本委員】 まずスライドの64枚目のところで、地盤に関することでお伺いしたいと

思うのですけれども。以前の審査会のときにも少しお伺いして既に大丈夫

だというような、こういう御説明になっていると思うのですけれども、い

ただいた情報からするとその近辺の水位、地下水は想定通り浅くて、それ

で基礎地盤の深さが結構５メートルそこらから20メートル以上と深さが分

布していて、これも構築する構造物からするとその地盤沈下を防げるとい

うようなお話ですけど、ここの地盤の特徴は北東側と北西側に既設の護岸

があるので、その既設の護岸が例えば地震が起きたときに側方に流動した

りそういうふうな懸念はないかという、そこの記述がないのですけれど

も、それについて検討されていればその情報をいただければと思います。 

【奥 会 長 】 はい、いかがでしょうか。 

【事 業 者 】 既存の護岸につきましても工事を、造成する際に、柱状改良をして構築

されたと、確かいただいた図面にはなっていたかと思いますので、もう一

度確認して、次回、御報告、回答できるようにいたします。 

【菊本委員】 分かりました。ありがとうございます。古い護岸ですと、やっぱりちょ

っと側方に流動するとかっていう懸念もあるので、その辺の情報はきちん

と御確認いただけるとありがたいです。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。資料は次回またお示しいただくということでお

願いします。では横田委員お願いします。 

【横田委員】 ありがとうございます。 

緑化、生態系関連なのですけれども、丁寧に生物調査をしていただいて

非常に状況がよく分かってですね、うまく活用できるデータになっている

のではないかなというふうに思います。 

緑化率に関してなのですけれども、地区計画で記載された緑化率に低層

棟の屋上緑化に関しても含まれているのかどうかということを一つ、お伺

いしたいなと思いました。あるいは設備ヤードが結構低層棟の屋上にあり

ますので、低層棟の屋上をどれくらいの緑化空間として位置付けられてい

るのか、分かりましたら教えてください。 

【奥 会 長 】 お願いします。 

【事 業 者 】 屋上緑化も含めまして全体で 14.87 パーセント以上を確保していきたい

と考えておりまして、今、地上で 14.87 パーセントって今回だいたい

1,850 平米ぐらいになるのです。そのうちの 1,250 平米ぐらいを地上面、

残り 600 平米ぐらいを屋上面で何とか取れていけないかなというところで

今詳細検討中でございます。 

【横田委員】 承知しました。外来種に対する配慮なんかもこう書いていただいてい

て、屋上は粗放的な環境になりやすいので、そういったところで外来種と

かあるいはひょっとすると来て欲しくない生き物も来て営巣してしまうよ

うな状況が生じないような管理の仕方を踏まえて、緑化計画を検討した方

がよろしいのかなと思いました。 

あと北側も比較的日影が冬に乏しい場合に、緑化樹木が陰樹ばかりにな
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るとどうしても、人が寄り付かなくなるような緑も生じ得るので、できる

だけそういった、環境が暗くならないようにうまく配慮して緑化されると

よろしいのではないかなと思いました。 

２つ目の景観についての質問なのですけれども、それぞれ客観的に適切

な評価結果を導かれていると思うのですけども、ファサードに関してあま

り明色系っていうような御話ありましたけれども、立体構造であるとか色

彩に関する表現はなかったので、ガラスの面が来るのか来ないのかとか、

現状どこまで御検討されているのか分かりませんけれども、今景観影響と

して検討されているファサードの状況が分かりましたら、教えていただけ

ればと思いました。 

【奥 会 長 】 いかがでしょうか。 

【事 業 者 】 まず、ファサードと景観の検討状況については、別途、横浜市の別の審

査会でも今審議をしているところで、ある程度情報についてはもう出せる

ようになってきておりますので、次回の審査会のときに、情報提供させて

いただければと思います。 

【横田委員】 はい、承知しました。ありがとうございます。 

【事 業 者 】 緑化の方については今後、具体的な緑化、概ね植栽予定樹種について

は、案が出ていますけども、これの具体的な配置等については引き続き検

討させていただきたいと思います。 

【横田委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、よろしいですか。それでは宮澤委員どうぞ。 

【宮澤委員】 今の景観のところと引き続いてですけれど、（スライド）101 ですね。こ

この評価のところで、新港ふ頭方向の眺望が遮蔽されると、明確に書かれ

ていて、結論としては、全体の機能が維持されると、正直、非常に表現に

違和感を覚えました。維持されてないじゃないか全体的にも、と。書き方

の問題なのかもしれませんが、例えばパーセンテージでこれくらい維持さ

れるから、まあいいじゃないかとか、９のスライド、ちょうど左から右へ

うまく右肩上がりになっているのですね、こういう景観を重視したので、

高さも前よりの計画を低くしたし、その美しさを維持したいためにこうし

た、ということでこれは仕方がないのだとか、何かこの辺何か書き方はな

いのですかね。はっきり言うと、えらく強弁しているなというか無理にこ

ういう表現しなくてもいいのではないかというのが正直な印象です。 

【奥 会 長 】 いかがですか。 

【宮澤委員】 どうですか、こういう言い方するのですか。 

【事 業 者 】 展望フロアの機能が維持されるという表現させていただいたのは、この

展望デッキがですね、この北仲ノットの３か所に分散して設けられていま

して、今それぞれ見る方向が異なっていたりします。その中で対象事業実

施区域に向いているのが、北東角の展望フロアなのですが、ここについて

はある程度遮蔽はされるけど、ベイブリッジですとか、山下公園ですね、

大桟橋と、そういう眺望に優れたものについては、引き続き、眺望するこ

とができるので、展望フロア自体は港および陸地の眺望が見えることとい

うのが、整備計画で述べられていたこともあって、そういった元々の整備

計画に記載されている内容については、維持されるということで、このよ

うな表現にさせていただいたものです。 

【宮澤委員】 表現を変えろとまでは言いませんが、正直なところやはり違和感を覚え
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ます。こういう表現でいいのかなというのはありますね。ですから、もう

ちょっと気の利いた表現があるのかなと思ったりしましたけども、以上で

ございます。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。 

おそらく違和感を覚えるというのは、一般的には多くの方が違和感を覚

えるだろうなと私は思いますけれども、こういうふうに事業者としては、

判断したというか評価したということですから、それをどう受けとられる

かっていうのは、そこも意識して、お書きになっているということであれ

ば、事業者の責任で書いていただくということになるかと。 

【宮澤委員】 私が申し上げたのは、審査会としてこういう表現を認めて困ったなと思

っているわけです。いいです。先を進めてください。 

【奥 会 長 】 こういう指摘もあったということで、もし表現を変えるのであれば、変

えるで、御検討いただければと思います。維持されるのであれば、事業者

の責任でということになるかと思います。それでは田中稲子委員お願いし

ます。 

【田中稲子委員】 温室効果ガスに関して、スライドで言うと25ページあたりになるのです

けれども、予測に関しては丁寧にやっていただいて、詳しく状況が分かっ

たのですが、１点確認したいのが、共用部に関して、太陽光発電で一部補

うような文言が、今表示されているものですと上から４ポツ目にあるので

す。結構、共用部の排出量が多いと思うのですけれども、専有部と比較し

て、半分以上それを全て賄えるのか、それともその相当一部を期待してい

るのかというところの太陽光発電に頼る割合をお伺いしたいのと、あと確

認としては、今回の予測値の中には太陽光発電に関わる部分は入っていな

い、という理解で大丈夫でしょうか。 

【奥 会 長 】 お答えをお願いします。 

【事 業 者 】 まず、予測の条件に太陽光発電は、現状では入っておりません。 

それから、太陽光発電の規模等についてはですね、全てを賄うことは、

今想定はしておりませんで、まだ具体的な設置場所と規模については、風

荷重の検討なんかも残っておりまして、今後具体的には検討している段階

でございますので、何割っていうのを、今明確にお答えすることは現状で

はできないということでございます。 

【田中稲子委員】 追加で確認ですけど、その一部補うのが何パーセントになるかというこ

とも今後関わってくるとは思うのですが、低層部の方の建物に設置しよう

としているのか、高層棟の一番上に設置しようとしているか、その辺りも

まだこれから検討なのでしょうか。 

【事 業 者 】 その通りです。 

【田中稲子委員】 ほぼ全体の削減割合として期待できない、もう 1 パーセント未満の話な

のか、もう少し期待できる、今回予測していただいたものよりも少し多め

に削減ができると思っていいのか、その辺りをお聞かせいただきたいので

すが、いかがでしょうか。 

【事 業 者 】 先ほどの屋上緑化範囲ですとか、設備機器の置き場ですとか含めまし

て、いろいろ今設計検討中でございまして、太陽光パネルがどこにどう設

置できるかっていうのにあわせて、排出量等も関わってくると思いますの

で、もう少し検討時間をいただけたらと思っております。 

【田中稲子委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。 
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【奥 会 長 】 よろしいですか。これは検討時間をということですけれども、いつ頃そ

の情報はお示しいただけるというふうに考えればいいですか。 

この手続きの間に、御提示いただけるのかそれとも評価書段階もしくは

その評価書が出た後の段階になるのか。 

【事 業 者 】 評価書前の段階では、ある程度の数値は出せる見込みであるというふう

に考えています。 

【奥 会 長 】 分かりました。ということは、この審査会の場に御提供いただけるとい

うことですね。 

【事 業 者 】 そうなりますね。 

【奥 会 長 】 分かりました。田中稲子委員、その時にまた見ていただいて御意見いた

だければと思います。 

【田中稲子委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 では、上野委員お願いします。 

【上野委員】 騒音のところで、教えていただきたいのですけれども、スライドで言う

と54ページの、予測結果、設備機器の稼働の騒音のところなのですけれど

も、予測値 43.8（デシベル）というのが地上 1.2 メートルで、その右側の

図は、この地上 1.2 メートルのコンターマップですよね。というのが、準

備書のP6.6－31に、似た図が載っていたのでそうなのかなと思ったのです

けれども。この予測最大値の 49.4 デシベル（ｄB）というのは、東側地上

31 メートルと、スライドの方には書いてあって、要は 31 メートルの高さ

のところにたくさん設備機器が並んでくるということだと思うのですけれ

ども。その31メートルのところでも、スライドに出しているみたいなコン

ターマップ、騒音レベルの予測をしているということなのですかね。準備

書の方にも載っている結果が、おそらく 1.2 メートルの高さでしか載って

いないように見えまして。何が気になっているかというと、31 メートルの

高さでの設備機器の配置というのが、準備書図6.6－9に載っていると思う

のですが。31 メートルの地点での結果が特に図のような形になっていない

のでよく分からないのですけれども、配置で特にオレンジに示されている

排気ファンが、かなり発生音が大きい、騒音設備機器のように書いてある

のですけど、そうすると、東側とか南側の境界で最大値になるという、そ

の表で出てくる結果がどうしてそうなるのかなっていうのはよく分からな

かったりですね、つまり一番影響が大きそうな31メートルの高さでの騒音

の分布がどういうふうになっているのかっていう図がないので、どういう

予測になっているのかがよく分からなくて、その辺の結果はどんなふうに

出てきているのでしょうか。少し補足していただければと思ったのですけ

れども。 

【奥 会 長 】 事業者の方。 

【事 業 者 】 おっしゃる通り準備書に載せていますこの騒音のコンター図は、地上

1.2 メートルのものでして、これでいうと機械の数の多い、事務所側の設

備機器影響で、西側ですとか、東側のあたりはレベルが高くなっていま

す。一方、上空の音になりますと、今度東側の設備機器の敷地境界の距離

が、西に比べると東側非常に近接していることがありまして、東側のそこ

が上空での最大値になるということになります。準備書には載せていませ

んが、高さ別の騒音の計算は行っておりますので、31 メートルなりその高

さ付近でのコンター図を補足資料で御提出することは可能です。 
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【上野委員】 なるほど分かりました。言われてみれば、東側すごい敷地に接している

のでというのも、確かに言われるとそうなのかなと思うのですけれども、

その高さのものがあるといいかなと思います。 

【奥 会 長 】 そちらはお示しいただくということで、よろしいですか。 

【事 業 者 】 はい。 

【上野委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】  では、片谷委員どうぞ。 

【片谷委員】 先ほど一緒にお話すればよろしかったかもしれませんが、先ほどはちょ

っと厳しい事を申し上げたので、まず風害ですね、風環境のところで、ス

ライドで言うと83、84を開いていただくといいかと思うのですけども、今

回この案件で、この風害の予測をどうまとめるのかというのは結構難しい

なと思っていたのですけれども、非常にケース設定をうまく取られて、予

測を出していただけたと思っております。 

１点だけ確認をさせていただきたいのですけれども、83 のスライドで超

過頻度、という数字で、これがケース２と４であまり差がないから問題が

ないという趣旨の御説明だったと理解したのですけれども、超過頻度とい

う、超過率がこのぐらいの差だったら、同等とみなせるみたいなものは、

何か文献か何かがあったでしょうか。私あんまりその辺の記憶がなくて、

これで同等というふうに判断された根拠みたいなものはありますでしょう

か。ありましたら教えていただきたいというのが、質問です。 

【奥 会 長 】 いかがでしょうか。 

【事 業 者 】 同等であるというそういう評価に結びつける文献については記憶がな

い、明確にそれを見ているものではありません。 

あくまでも今回の評価は、ケース１の17パーセントに対して、ケース４

では 35（パーセント）に上がっている。35（パーセント）からケース２

の、B-1の事業が始まってもそこから約２パーセントしか増えてない。 

あくまでも相対的な数字を申し上げたもので、影響がないというふうに

は申し上げてないと思っていたのですが、村上式評価のランク外になるの

が 35.00（パーセント）を超えると、なるということで、事業がないケー

ス４の場合は 35.00（パーセント）ということですので、本当にもう、黄

色と赤の僅かな差であるいうふうな状況ではありました。 

【片谷委員】 分かりました。要するにこの数字を見て 35（パーセント）で収まってい

るので、37（パーセント）と数パーセントの差であるという判断をされた

という認識でよろしいですね。 

【事 業 者 】 あくまでもその相対的に現況に比べるとケース２とケース４は同じに見

えるということです。 

【片谷委員】 了解しました。それで、結構です。ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、よろしいでしょうか。他はいかがですか。 

数多くの御意見、御指摘いただきまして、また引き続き事業者の方にも

御準備いただく資料などもございますので、また次回以降、本件について

は審議をさせていただくということに致します。 

他にないようでしたら、事業者の方との質疑応答はここまでとさせてい

ただきます。 

よろしければ、それでは事業者の皆様どうもありがとうございました。 

（事業者退場） 
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 カ 審議 

【奥 会 長 】 それでは審議に入ります。追加の御質問、御意見ございましたらお願い

いたします。菊本委員どうぞ。 

【菊本委員】 あまり明確な意見ではないのですけれども、途中で宮澤委員が言われた

眺望の話がやっぱり僕も気になりまして、北仲ノットの展望フロアの写真

を見ると、もう３割ぐらいのエリアが建物で見えなくなっているので、明

らかに展望としては影響があるという感じがします。ただ環境影響評価と

しては、この北仲ノットも別にもう元々そこよりも内陸側にあった建物と

かも眺望を阻害した結果建っているわけで、それでその眺望に影響があろ

うが、環境影響評価上は問題ないっていうことでも、それはそれで僕はい

いと思っているのですけど、ここの書き方は影響がないというのはやはり

変な感じがしていて、これは事業者に言うことではなくて、事務局に何か

この辺りの書き方はどういうふうにするのが良さそうかとかということを

お伺いしたく、それで事業者が出てから今お伺いしている次第です。 

【奥 会 長 】 はい。 

【事 務 局 】 はい、ありがとうございます。この部分、事前に事業者さんともかなり

の時間議論をして一旦この表現にしているというところがあるのですけれ

ども、一つには、眺望が説明でうまく伝わりにくかったかなというところ

あるのですけれども、みなとみらい、山下公園方向に加えまして、根岸湾

の方向、それからランドマークタワーの側の方向といった、フロア全体と

しては360度に近いような眺望が得られるデッキになっています。写真で

今日御説明しましたのはそのうちの一部というところがありまして、その

360度という中においては影響がないと言っていいのかどうかというとこ

ろで、一旦全体を見渡せるというようなフロア全体の機能は維持されると

いったような評価に最終的に一旦しているというようなところです。今日

の御指摘をいただきまして、とは言ってもかなりインパクトの大きい建物

がはっきりと分かるように見えますので、少し表現の部分はまた事業者と

相談してみたいなと思っているところではあります。 

【菊本委員】 この辺の書き方はおそらく難しいと思うので、会長か名指しですみませ

んけど片谷先生とか、大体どんな感じのものなのかっていうのがあったら

その辺のアドバイスもいただきながらまとめていただけるといいかなとい

うふうに思いました。 

【事 務 局 】 はい、そうですね。御助言いただけるようでしたら、よろしくお願いい

たします。 

【菊本委員】 はい、よろしくお願いします。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、準備書のページで言うとP6.14－26ですね。図の載っているペー

ジの一番下の文章ですよね。 

【菊本委員】 そうですね。はい。 

【奥 会 長 】 影響はないとは言ってないのですよね。「展望フロアは全体の機能は維

持されるものと予測します」と言っていて、ですから360度の内の一部は

見えなくなるけどそれ以外の部分が見えるから機能は維持できるというそ

ういう説明だったのですが、先程私が申し上げたのはもうこういう表現す

るかしないか事業者の責任で判断してください、ということなのですよ

ね。どうこうしろとそこまで細かく表現についてまでこちらで指導すべき
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かというと。 

【菊本委員】 なるほど。僕も強い考えがある訳ではないので、それであればそれでも

良いのかな、というふうに思いました。ただ宮澤先生のおっしゃったこと

も、このパワーポイントのスライドを見るとごもっともだなと思ったの

で、念のためお伺いした次第です。 

【奥 会 長 】 違和感を覚える方は多分多くいらっしゃるだろうと、それを前提にそれ

でもなおこういう表現するのかどうか自分で判断してください、というこ

とを私は申し上げたつもりだったのですけれど。片谷委員、何かございま

すか、その点。 

【片谷委員】 名前が出てきてびっくりしているのですけれど、私も会長がおっしゃっ

た事業者がそう判断して書かれていることなので、それを否定するような

話ではなさそうな気がしております。ですから、機能は維持されていると

いう意味でそういう主張であるというふうに理解をすれば許容していいの

ではないか、というのが個人的な見解です。 

【菊本委員】 御意見ありがとうございます。僕は、中外製薬の研究開発の拠点の事業

を少しこの時思い出しまして、眺望には明らかに影響が見た感じはあるの

ですけれども、でも、それでも建てることには問題がなかろうというよう

な判断だと思うので、そのあたりのところの書き方というのはどうなのか

なと思って聞いた次第です。ありがとうございました。よく分かりまし

た。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。はい、事務局ど

うぞ。 

【事 務 局 】 事業者の方ともお話はしたいと思いますけど、この北仲地区というのは

横浜市が北仲地区まちづくりの中でやっているところもありますので、お

そらく高さやこの傾斜もその中でやっている話と思います。なので、この

B-1のこの新築事業が大きな影響を与えるということはないと思います

が、その辺りは再度事業者の方とお話をしてみたいと思います。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【菊本委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、宮澤委員は今の点と関連ですか。どうぞ。 

【宮澤委員】 結局、あの調和しているとかですね、問題はないとかというふうに今、

結論を評価するのですね。結局そこにはゼロか百しか表現がない、ゼロか

百の表現しかしていないのですよ。これもその調子で押し切った、という

ふうに読める訳なのですよね。ところがそれが明らかにこの写真見ると、

やっぱり見えない、遮蔽しているよね、というのがはっきり分かる訳で

す。そういう時にどこをどういうね、表現をするのかというのは、そのゼ

ロか百の表現ではなくてもうちょっと考えるべきなのだろうなと。そうで

はないとやっぱりなかなか普通に納得いかない。いくら環境を損なってい

ても、問題がないとか調和していると、そういう表現で評価すれば、もう

それでいいのだと、それは事業者の責任であって、それはちょっと僕、さ

すがに無責任な言い方なのかなという気がしますので、もうちょっとここ

はこの表現、遮蔽がされているのだというのを認めているのだったら、何

かしらの、先程事務局からあったように、例えばスカイラインを維持した

いのでこの辺はもう認めてくれとかですね、そういう表現で僕は全然おか

しくないのではないかと思う。なので、今の結論は違和感はあります。以
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上です。 

【奥 会 長 】 事務局の方でも事業者の方と今の点については、お話してくださるとい

うことですので、それを受けてどう判断されるかということですね。 

【宮澤委員】 それは、お待ちしますけどね。 

【奥 会 長 】 はい。 

【菊本委員】 今の点ですけれども、以前からこういう会では、気になったことは委員

の方からも何でもおっしゃっていただくと、そういうスタンスでやってい

たと思うので、だからこの審査会で完全にオーソライズしているかどうか

というのは議事録も含めて判断されることだと思いますから、宮澤委員か

らも気になったことというのは忌憚なく御意見いただいて、それが議事録

に残っていって、その内容が事業者にも伝わって、一度それで判断いただ

ければそれでいいのかなというふうに僕は思っています。ということで付

け加えですけれども、以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。では、五嶋委員どうぞ。 

【五嶋委員】 はい、私は宮澤委員の感覚に非常に近いのですけれど、今御指摘あった

ように、そういうことが実際に議事録に残っていろいろ検討されていくと

いうのはすごく大事かなと。その観点でもう一つ、私が発言した部分なの

ですけれど、環境アセスは一度ルールを作ってしまうと、それをずっと踏

襲して、大きく基準をいきなり変えると、全部悪いことになってくるとい

うことはあると思うのです。ですけど、やっぱり徐々に時代とともに見直

されていく必要はあるのではないかと。そういう観点でやっぱり環境とい

うものがその意味を持つとすると、それは生物多様性、その生物の中に人

間がいる訳なので、人間のそこに新しい新事業が加わったことによる影響

というのは当然人が影響を受けるという、そういう観点からいけば、そう

いう私の発言の意図としては、そういうものも環境アセスの中に今後加え

ていってもいいのではないかという意見として捉えていただけないかなと

いう、お願いする次第です。だからそれはその定義、それを関係の対象に

するかどうかは今後社会的なコンセンサスが得られていくか、いろいろな

自治体で行われるアセスの問題、あり方自体も、以前議論があったと思う

のですけれど、アセスの仕方はやっぱりずっと未来永劫固定したものでは

ないと思って、そういう面で御検討いただきたいなと思います。 

【奥 会 長 】 はい、今おっしゃっていただいたような観点というのは今のアセス制度

の中においては踏まえられているところだとは思いますけれども、それを

具体的にどういう評価項目で落とし込んでいくのかというのは、また、も

う少し他の観点もあるのではないかということで、引き続き、状況の変化

も踏まえて検討していくべきだというのは御指摘の通りですね。何か今の

評価項目だと、この辺が足りないとか、しっかりと補足しきれてないとか

というようなところが、具体的に出てきたら、また、更に検討を加えてい

くということかと思います。はい、ありがとうございます。 

【菊本委員】 今の点についてもすみません、菊本ですけれども。 

【奥 会 長 】 はい、どうぞ。 

【菊本委員】 この審査会の中で、これは守らなきゃいけないとかこの基準を満たさな

きゃいけないという基準を追及することも大事だと思うのですけれども、

例えば今の事業の隣のアパホテルの事業の時は、確か災害が起こった時に

周辺の住民を受け入れて、備蓄を蓄えておいたり、非常電源とかそういう
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のを確保して対応してもらえるかというのでそれを引き受けていただいた

とかということもありましたし、だからこの基準を満たしてこれは最低限

守らなきゃいけないってことだけではなくて、追加でポジティブなそうい

う対応をしてもらいたいというお願いをどんどん出していって、それでよ

り良いものにするということも可能だと思うので、そのあたりの御意見を

委員の皆さんからもいただいて、事業がより良くなればいいかなというふ

うに僕は思っています。以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。そうですね、基準クリア型ではなくて、

ベスト追求型で何ができるかを考えていただくという、その通りですね。

はい、ありがとうございます。 

本件についての意見というよりは更にアセス制度のあり方にまで今波及

していますけれども、そこまで及んでいますけれども、よろしいですか。

他に御意見ございますか。 

【宮澤委員】 宮澤ですけれど。 

【奥 会 長 】 はい。 

【宮澤委員】 五嶋委員のおっしゃったことは最もなところがありまして、開かれた審

査会にするというのは多分御意識なのだろうと思うのですね。ですので委

員の方から、今の制度はここのところがあるのだけどこれが足りないと

か、こういうことはやらないのかという提案があった時に、審査会として

は時間的にいろいろ制限あるとは思うけれども、そういうものを審査会委

員全体で議論して、より良くしようじゃないかと、そういう御提案だろう

と思うので、これは今の制度がないからもうここで切りましょうっていう

のは、どうかなというのは、そういうことになると思いますので、その辺

もうちょっと皆さんも柔軟に考えていただければよろしいのかなと思って

おります。以上です。 

【奥 会 長 】 分かりました。個別の案件の審査の話とアセス制度のあり方の話。 

【宮澤委員】 いえいえ、そうではなく、本件ではこういう問題も入れたらどうかとい

うのは、五嶋委員の提案だと僕は思って受けとめていたのですよ。別に制

度の問題ではなくて、この点どうでしょうか。だから例えば、審査会とし

ては、制度にはないけれど、この件に関しては、もうちょっとやろうかと

いうのを。 

【奥 会 長 】 御提案はいいと思います。 

【宮澤委員】 事業者の同意を得て求めてみるというのも可能な訳ですから、そういう

ことではないでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、具体的な御提案を、その案件ごとにいただくというのはいいと思

います。制度の枠に捉われることなく、この辺もより改善の余地があると

思われる点があるのであれば、具体的にそれは専門家として御意見いただ

くということが、別に排除されている訳ではありませんし、むしろ建設的

な御意見をいただくということが、よりよい事業に資する訳ですから、そ

れはよろしいかと思いますけれども、強制できるわけではもちろんないの

で、事業者が最終的に判断するということにはなりますけれども。それは

おっしゃるとおりだと思います。そういう共通認識は、多分、持てている

のではないかとは思うのですが。はい、五嶋委員どうぞ。 

【五嶋委員】 手短に言うと、具体的にこういう文言があったらいいのではないかなと

いうのはアイデアとしてこちらも思い浮かぶのですけど、事業者の方も反
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応されていましたので、考えていただいてこういうことでどうかというこ

とがあれば、それを議論して噛み合っていくのではないかというふうに思

います。 

【奥 会 長 】 はい、そうですね。他はいかがですか。よろしいでしょうか。時間が押

していましてもう１件ございますので、本件については以上とさせていた

だきまして、いずれにしましてもこの案件については継続審議ということ

になりますので、また引き続き御意見を頂戴できればと思います。 

  

（２）（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価方法書につい

て 

ア 指摘事項等一覧について事務局が説明した。 

イ 質疑、特になし 

ウ 検討事項一覧について事務局が説明した。 

エ 質疑 

【奥 会 長 】 はい、御説明ありがとうございます。それでは、整理していただいてい

るこの内容について、御意見等ございましたらお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。何か漏れていること、ございますか。今までいた

だいた御意見、網羅されておりますでしょうか。 

はい、田中修三委員どうぞ。 

【田中修三委員】 土壌汚染のところ、今のスライドですが、「汚染が確認された場合には

法令やガイドライン等に基づいて対応することを記載してください」とい

う部分について、いいのですけれども、ただ単にガイドライン等に基づい

て対応するというだけではなくて、その内容をやはり可能な限り書いてい

ただく必要がありますので、今日の、他の先程の案件もそうなのですけれ

ども、法令に基づいて対応すると言うだけでは、ちょっと評価のしようも

ありませんので、対応をどういう表現したらいいか分かりませんが、「ガ

イドライン等に基づいて対応してその内容を記載すること」ということで

すかね。 

【事 務 局 】 「対応の具体的な内容を」ですとかそういったことになるでしょうか。 

【田中修三委員】 そうですね、「可能な限り具体的な内容を」ですね。 

【事 務 局 】 はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。他はいかがですか。大丈夫でしょうか。

田中伸治委員大丈夫ですか、交通のところも。 

【田中伸治委員】 はい、大丈夫だと思います。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。それでは、こちらの検討事項等一覧を踏

まえまして、そして今、この対応の詳細を準備書に記載することというこ

とに変えていただきますけれども、そちらも踏まえた答申案を次回事務局

の方で準備していただくということにしたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

【事 務 局 】 はい、承知いたしました。 

【奥 会 長 】 はい、それでは事務局、そのようにお願いいたします。 

では、本件に関する審議はこれで終了となります。本日の審議内容につ

きましては、後日会議録案で御確認いただきますようお願いいたします。 

以上をもちまして、本日予定されておりました議事は全て終了いたしま

したので事務局にお返しいたします。 
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【事 務 局 】 はい、それでは、本日の審議につきましては終了いたしました。傍聴の

方は御退出をお願いいたします。 

 (傍聴者退出) 

  

資   料 ・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事に係る環境影響評価準備書につい

て（諮問） 事務局資料 

・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価準備書に係る手続

について 事務局資料 

・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価準備書の概要 事

業者資料 

・（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価方法書

に関する指摘事項等一覧 事務局資料 

・（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 方法書に関する検

討事項一覧 事務局資料 

 

 


